
 

《 令和４年４月てきせいか定期便 再掲 》 
 

    ○軽度者に対する福祉用具貸与費の算定可否フローチャート○  【別紙２】 

 

                いいえ 

 

 

 

         はい 

 

                いいえ 

 

 

 

         はい 

 

 

                    はい 

 

 

         いいえ 

 

 

                     はい 

 

                     いいえ 

 

 

 

○「市町村長の確認を得て例外給付とする必要がある利用者」については別紙「利用者告示第三十一号の

イ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者は軽度者である。 

 

居宅サービス計画に沿った福祉

用具貸与計画を作成し、サービス

提供を行ってください。 

 

 

貸与する用具は対象外種目

である。 

 

 

認定調査票の結果等から対象外種目

の位置づけができる。 

 

 

確認に用いた認定調査票の写し

等を保存しておいてください。 

 

 

医師の医学的な所見、サービス担当者

会議、市町村長の確認を得て例外給付

とする必要がある利用者である。 

 

 

市へ提出した理由書や医師の医

学的な所見・サービス担当者会

議の記録等を保存しておいてく

ださい。 

 

 

対象外種目は介護保険での給付

対象とはなりません。 

 


